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(1) 

行
政

(一 )
表
適
用
国
家
公
務
員
労
働
者
の
場
合 

現
在
の
国
家
公
務
員
労
働
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
与
制
度
に
よ
れ
ば
、
東
京
都
を
は
じ
め
、
生
活
保
護
法
に

よ
る
保
護
適
用
の
一
級
地
該
当
地
域
で
生
活
す
る
国
家
公
務
員
労
働
者
の
賃
金
は
、
制
度
的
に
生
活
保
護
基
準
す

れ
す
れ
、
又
は
そ
れ
以
下
の
生
活
し
か
保
障
さ
れ
得
な
い
現
状
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、 

 
高
校
卒
（
十
八
才
）
で
初
級
試
験
合
格
者
の
初
任
給
（
本
俸
）
は
八
等
級
二
号
俸
で
あ
る
。
そ
の
労
働
者
が
二
十

六
才
で
結
婚
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
本
俸
は
現
行
の
昇
格
運
用
基
準
に
基
づ
く
と
七
等
級
三
号
俸
と
な

る
。
さ
ら
に
同
様
に
昇
給
昇
格
し
、
三
十
才
（
本
俸
七
等
級
七
号
俸
）
で
一
児
を
も
ち
、
三
十
三
才
（
六
等
級
七

号
俸
）
で
二
児
、
三
十
七
才
（
六
等
級
十
一
号
）
で
三
児
（
う
ち
一
人
小
学
生
）
を
も
つ
よ
う
な
標
準
的
家
族
構
成

を
想
定
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
内
手
取
賃
金
（
年
間
手
取
総
額
か
ら
期
末
勤
勉
手
当
相
当
額
を
差
引
き
、
月
平 
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こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
国
家
公
務
員
労
働
者
の
代
表
的
職
種
で
あ
る
行
政

(一 )
表
適
用
者
二
十
四
万
二

千
人
の
う
ち
六
等
級
以
下
の
労
働
者
十
六
万
五
千
人
（
六
十
八
％
）
は
、
制
度
上
、
ほ
ぼ
生
活
保
護
基
準
す
れ
す

れ
又
は
そ
れ
以
下
の
生
活
を
強
要
さ
れ
、
生
活
保
護
基
準
に
よ
る
生
活
水
準
に
達
す
る
に
は
、
勤
続
十
三
年
に

し
て
始
め
て
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
初
任
給
に
お
い
て
は
、
独
立
生
計
者
の
場
合
、
期
末
勤
勉
手 

均
の
一
ヶ
月
手
取
額
を
算
定
し
た
も
の
）
及
び
東
京
都
を
例
と
し
て
生
活
保
護
基
準
（
第
一
類
、
第
二
類
、
電

燈
水
道
料
、
住
宅
扶
助
（
最
高
）
教
育
扶
助
か
ら
業
種
別
基
礎
控
除
額
を
加
算
）
を
算
定
す
れ
ば
次
の
表
の
と
お

り
と
な
る
。 
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(2) 

行
政

(二 )
表
適
用
国
家
公
務
員
労
働
者
の
場
合 

当
の
一
ヶ
月
平
均
額
を
基
準
内
手
取
賃
金
に
加
算
し
て
は
じ
め
て
生
活
保
護
基
準
を
一
千
六
百
六
円
上
回
る
に

す
ぎ
な
い
。 

現
行
給
与
制
度
上
、
そ
の
職
務
評
価
が
も
つ
と
も
低
く
格
付
け
さ
れ
て
い
る
労
務
乙
に
区
分
さ
れ
る
職
種
、

例
え
ば
「
用
務
員
」
の
途
中
採
用
者
が
、
途
中
採
用
の
時
点
で
制
度
上
保
障
さ
れ
て
い
る
基
準
内
手
取
賃
金
を
四

十
五
才
女
子
で
中
学
生
、
小
学
生
の
二
子
を
も
つ
も
の
が
、
用
務
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
行

政

(一 )
表
の
場
合
と
同
様
の
計
算
方
法
で
算
定
す
る
と
、
そ
の
額
は
一
ケ
月
二
万
七
千
五
百
五
十
八
円
で
、
生
活

保
護
基
準
は
、
三
万
九
千
三
百
八
十
六
円
で
、
そ
の
格
差
は
、
一
万
一
千
八
百
二
十
八
円
と
な
る
。
こ
れ
は
住

宅
扶
助
を
ま
つ
た
く
要
し
な
い
場
合
で
す
ら
、
な
お
、
三
千
八
百
九
十
八
円
低
い
水
準
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
ん

な
る
推
論
で
は
な
く
、
現
実
に
三
十
年
勤
続
で
本
俸
四
等
級
二
十
二
号
三
万
八
千
百
八
十
六
円
の
本
俸
し
か
う

け
て
い
な
い
用
務
員
が
現
に
存
在
し
て
い
る
。 
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こ
の
よ
う
な
国
家
公
務
員
労
働
者
に
対
す
る
「
給
与
制
度
」
の
低
賃
金
の
お
し
つ
け
は
、
国
家
公
務
員
労
働
者
の

労
働
力
の
再
生
産
費
を
つ
ぐ
な
う
こ
と
は
お
ろ
か
、
国
家
公
務
員
と
し
て
必
要
最
少
限
度
の
知
識
を
深
め
、
教
養

を
高
め
る
費
用
や
、
社
会
的
に
要
求
さ
れ
る
衣
服
な
ど
を
含
む
生
活
費
は
と
う
て
い
基
準
内
賃
金
で
は
ま
か
な
い

得
な
い
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
従
つ
て
、
国
家
公
務
員
法
で
兼
業
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
国
家
公
務
員
が
、
い
わ
ゆ

る
月
給
だ
け
で
は
生
活
で
き
ず
、
日
常
の
生
活
の
た
め
に
借
金
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
そ
れ
を
期
末
勤
勉
手
当
で
返

済
し
、
な
お
か
つ
、
家
庭
生
活
を
破
壊
す
る
よ
う
な
内
職
や
共
働
き
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
国
家
公
務
員
労
働
者
の
低
賃
金
は
、
日
本
の
低
賃
金
制
の
基
礎
の
上
に
、
公
務
員
労
働
者
の
労
働

基
本
権
を
は
く
だ
つ
し
、
人
事
院
勧
告
制
度
に
よ
つ
て
低
賃
金
を
一
方
的
に
お
し
つ
け
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
る
。 

す
な
わ
ち
、
国
家
公
務
員
労
働
者
の
大
多
数
が
制
度
的
に
は
こ
の
程
度
の
生
活
し
か
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。 

政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
公
務
員
労
働
者
の
低
賃
金
の
実
態
と
そ
の
制
度
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
も 
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三
、
政
府
は
、
国
家
公
務
員
労
働
者
と
の
賃
金
交
渉
を
認
め
て
お
り
な
が
ら
、
交
渉
の
た
び
に
「
人
事
院
勧
告
を

尊
重
す
る
方
向
で
努
力
す
る
。
」
と
し
て
具
体
的
な
回
答
を
避
け
て
い
る
。 

一
、
政
府
は
、
生
活
保
護
基
準
す
れ
す
れ
、
又
は
そ
れ
以
下
の
生
活
し
か
な
し
得
な
い
低
賃
金
を
人
事
院
勧
告
制

度
に
名
を
か
り
て
、
大
多
数
の
国
家
公
務
員
労
働
者
に
制
度
と
し
て
お
し
つ
け
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。 

つ
て
お
ら
れ
る
か
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
明
確
な
回
答
を
さ
れ
た
い
。 

二
、
前
記
の
ご
と
き
水
準
の
賃
金
を
大
幅
に
引
き
上
げ
、
賃
金
体
系
を
改
善
し
、
生
活
保
護
基
準
を
大
幅
に
上
回

わ
る
水
準
を
保
障
す
る
た
め
、
さ
し
あ
た
つ
て
、
公
務
員
の
要
求
で
あ
る
一
万
円
以
上
の
賃
上
げ
を
実
現
す
る

意
思
が
あ
る
か
、
ど
う
か
。 

交
渉
当
事
者
で
あ
る
政
府
は
、
人
事
院
勧
告
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
交
渉
の
な
か
で
賃
金
の
額
を
具
体

的
に
し
め
し
、
交
渉
の
成
立
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。 

七 

 



 

 

八 

交
渉
当
事
者
で
あ
る
政
府
と
し
て
、
賃
金
交
渉
に
た
い
す
る
責
任
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


